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建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法

律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政

令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
百
六
十
四
号

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す

る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備

に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一

部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
第
十
一
条
第
一
項
、
第

十
五
条
第
三
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
各
号
、

第
十
九
条
第
一
項
各
号
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十

八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
三
条
第
一

項
（
同
法
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）並
び
に
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
九
項
並
び

に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
次
の
と
お
り
」
を「
次
に
掲
げ
る
も
の
」

に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
次
条
」
を「
第
十
三
条
」

に
改
め
る
。

第
四
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
三
条
を
第
十
三
条
と

し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え
る
。

（
住
宅
部
分
）

第
三
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築

物
の
部
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

居
間
、
食
事
室
、
寝
室
そ
の
他
の
居
住
の
た
め

に
継
続
的
に
使
用
す
る
室
（
当
該
室
と
の
間
に
区

画
と
な
る
間
仕
切
壁
又
は
戸
（
ふ
す
ま
、
障
子
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。）が
な
く
当
該
室
と
一
体
と
み

な
さ
れ
る
台
所
、
洗
面
所
、
物
置
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
を
含
む
。）

二

台
所
、
浴
室
、
便
所
、
洗
面
所
、
廊
下
、玄
関
、

階
段
、
物
置
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物
の

部
分
で
あ
っ
て
、
居
住
者
の
専
用
に
供
す
る
も
の

（
前
号
に
規
定
す
る
台
所
、
洗
面
所
、
物
置
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
を
除
く
。）

三

集
会
室
、
娯
楽
室
、
浴
室
、
便
所
、
洗
面
所
、

廊
下
、
玄
関
、
階
段
、
昇
降
機
、
倉
庫
、
自
動
車

車
庫
、
自
転
車
駐
車
場
、
管
理
人
室
、
機
械
室
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
で
あ
っ

て
、
居
住
者
の
共
用
に
供
す
る
も
の
（
居
住
者
以

外
の
者
が
主
と
し
て
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を

除
く
。）

（
特
定
建
築
物
の
非
住
宅
部
分
の
規
模
等
）

第
四
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
確
保
を
特
に
図
る
必
要
が
あ
る
大
規
模
な
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
規
模
は
、
床
面
積
（
内
部
に

間
仕
切
壁
又
は
戸
を
有
し
な
い
階
又
は
そ
の
一
部
で

あ
っ
て
、
そ
の
床
面
積
に
対
す
る
常
時
外
気
に
開
放

さ
れ
た
開
口
部
の
面
積
の
合
計
の
割
合
が
二
十
分
の

一
以
上
で
あ
る
も
の
の
床
面
積
を
除
く
。
第
十
三
条

を
除
き
、
以
下
同
じ
。）の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２

法
第
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
建
築

物
の
非
住
宅
部
分
の
増
築
又
は
改
築
の
規
模
は
、
当

該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

３

法
第
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
建
築

物
以
外
の
建
築
物
の
非
住
宅
部
分
の
増
築
の
規
模

は
、
当
該
増
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三

百
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
所
管
行
政
庁
へ
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

確
保
計
画
の
写
し
の
送
付
の
対
象
と
な
る
建
築
物
の

住
宅
部
分
の
規
模
等
）

第
五
条

法
第
十
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築

物
の
住
宅
部
分
の
規
模
は
、
床
面
積
の
合
計
が
三
百

平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２

法
第
十
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
増
築
又
は

改
築
に
係
る
住
宅
部
分
の
規
模
は
、
当
該
増
築
又
は

改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
特
定
建
築
物
に
係
る
報
告
及
び
立
入
検
査
）

第
六
条

所
管
行
政
庁
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
特
定
建
築
物
の
建
築
主
等
に
対
し
、
当

該
特
定
建
築
物
に
つ
き
、
当
該
特
定
建
築
物
の
設
計

及
び
施
工
並
び
に
構
造
及
び
設
備
の
状
況
に
係
る
事

項
の
う
ち
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
へ
の

適
合
に
関
す
る
も
の
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

所
管
行
政
庁
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
そ
の
職
員
に
、
特
定
建
築
物
又
は
そ
の
工
事

現
場
に
立
ち
入
り
、
当
該
特
定
建
築
物
並
び
に
当
該

特
定
建
築
物
の
建
築
設
備
、
建
築
材
料
及
び
設
計
図

書
そ
の
他
の
関
係
書
類
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
適
用
除
外
）

第
七
条

法
第
十
八
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
用
途

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

自
動
車
車
庫
、
自
転
車
駐
車
場
、
畜
舎
、
堆
肥

舎
、
公
共
用
歩
廊
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途

二

観
覧
場
、
ス
ケ
ー
ト
場
、
水
泳
場
、
ス
ポ
ー
ツ

の
練
習
場
、
神
社
、
寺
院
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
用
途
（
壁
を
有
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
高
い
開

放
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
も
の
に
限
る
。）
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２

法
第
十
八
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
国
宝
、
重
要
文
化
財
、

重
要
有
形
民
俗
文
化
財
、
特
別
史
跡
名
勝
天
然
記

念
物
又
は
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
と
し
て
指
定
さ

れ
、
又
は
仮
指
定
さ
れ
た
建
築
物

二

文
化
財
保
護
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
内
に
お
け
る

同
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
伝
統
的

建
造
物
群
を
構
成
し
て
い
る
建
築
物

三

旧
重
要
美
術
品
等
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
重
要

美
術
品
等
と
し
て
認
定
さ
れ
た
建
築
物

四

文
化
財
保
護
法
第
百
八
十
二
条
第
二
項
の
条
例

そ
の
他
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
現
状
変

更
の
規
制
及
び
保
存
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
基
準
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
も

の
と
し
て
所
管
行
政
庁
が
認
め
た
も
の

五

第
一
号
、
第
三
号
又
は
前
号
に
掲
げ
る
建
築
物

で
あ
っ
た
も
の
の
原
形
を
再
現
す
る
建
築
物
で

あ
っ
て
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に

適
合
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
所
管
行

政
庁
が
認
め
た
も
の

六

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
景
観
重
要
建
造
物
と

し
て
指
定
さ
れ
た
建
築
物

３

法
第
十
八
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
仮
設
の
建

築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項

に
規
定
す
る
応
急
仮
設
建
築
物
で
あ
っ
て
、
そ
の

建
築
物
の
工
事
を
完
了
し
た
後
三
月
以
内
で
あ
る

も
の
又
は
同
条
第
三
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の

二

建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

事
務
所
、
下
小
屋
、
材
料
置
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
仮
設
建
築
物

三

建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
た
建
築
物

（
所
管
行
政
庁
へ
の
届
出
の
対
象
と
な
る
建
築
物
の

建
築
の
規
模
）

第
八
条

法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め

る
規
模
は
、
新
築
に
係
る
特
定
建
築
物
以
外
の
建
築

物
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る

こ
と
と
す
る
。

２

法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
規

模
は
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合

計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
建
築
物
に
係
る
報
告
及
び
立
入
検
査
）

第
九
条

所
管
行
政
庁
は
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

行
為
に
係
る
建
築
物
の
建
築
主
等
に
対
し
、
当
該
建

築
物
に
つ
き
、
当
該
建
築
物
の
設
計
及
び
施
工
並
び

に
構
造
及
び
設
備
の
状
況
に
係
る
事
項
の
う
ち
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
へ
の
適
合
に
関
す
る

も
の
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

所
管
行
政
庁
は
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
職
員
に
、
前
項
の
行
為
に
係
る
建
築

物
又
は
そ
の
工
事
現
場
に
立
ち
入
り
、
当
該
建
築
物

並
び
に
当
該
建
築
物
の
建
築
設
備
、
建
築
材
料
及
び

設
計
図
書
そ
の
他
の
関
係
書
類
を
検
査
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
住
宅
事
業
建
築
主
の
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅

の
戸
数
）

第
十
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
数

は
、
一
年
間
に
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
の
戸
数

が
百
五
十
戸
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
住
宅
事
業
建
築
主
に
対
す
る
命
令
に
際
し
意
見
を

聴
く
審
議
会
）

第
十
一
条

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る

審
議
会
は
、
社
会
資
本
整
備
審
議
会
と
す
る
。

（
一
戸
建
て
の
住
宅
に
係
る
報
告
及
び
立
入
検
査
）

第
十
二
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
二
十
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
住
宅
事
業
建
築
主
に
対
し
、
そ

の
新
築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
に
つ
き
、
次
に
掲
げ

る
事
項
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

新
築
し
た
一
戸
建
て
の
住
宅
の
戸
数

二

一
戸
建
て
の
住
宅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
及

び
そ
の
向
上
に
関
す
る
事
項

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
職
員
に
、
住
宅
事
業
建
築
主
の
事

務
所
そ
の
他
の
事
業
場
又
は
住
宅
事
業
建
築
主
の
新

築
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
若
し
く
は
そ
の
工
事
現
場

に
立
ち
入
り
、
当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
、
当
該
一
戸

建
て
の
住
宅
の
建
築
設
備
、
建
築
材
料
及
び
設
計
図

書
そ
の
他
の
関
係
書
類
並
び
に
帳
簿
を
検
査
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
等

の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
十
五
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
（
法
第
五
十
六
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
政
令

で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
を
附
則
第
一
条

と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
特
定
増
改
築
の
範
囲
）

第
二
条

法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
範

囲
は
、
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
特
定
増
改
築
に
係
る
特
定
建
築
物
に
係
る
報
告
及

び
立
入
検
査
）

第
三
条

所
管
行
政
庁
は
、
法
附
則
第
三
条
第
九
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
増
改
築
に
係
る
特
定
建
築
物
の

建
築
主
等
に
対
し
、
当
該
特
定
建
築
物
に
つ
き
、
当

該
特
定
建
築
物
の
設
計
及
び
施
工
並
び
に
構
造
及
び

設
備
の
状
況
に
係
る
事
項
の
う
ち
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
基
準
へ
の
適
合
に
関
す
る
も
の
に
関

し
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

所
管
行
政
庁
は
、
法
附
則
第
三
条
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
職
員
に
、
特
定
増
改
築
に
係
る
特
定

建
築
物
又
は
そ
の
工
事
現
場
に
立
ち
入
り
、
当
該
特

定
建
築
物
並
び
に
当
該
特
定
建
築
物
の
建
築
設
備
、

建
築
材
料
及
び
設
計
図
書
そ
の
他
の
関
係
書
類
を
検

査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年

政
令
第
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
号
」
の
下
に
「
及
び

第
二
十
六
号
」
を
加
え
、
同
項
中
第
三
十
三
号
を
第
三

十
四
号
と
し
、
第
二
十
六
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

二
十
六

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三

号
）
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
三
項
、
第
二
十
条
及
び
附
則
第
三
条
第
六
項
か

ら
第
八
項
ま
で

（
地
方
道
路
公
社
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
道
路
公
社
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政

令
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
十
九
号
」
の
下
に
「
及
び
第

二
十
二
号
」
を
加
え
、
同
項
中
第
三
十
号
を
第
三
十
一

号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

二
十
二

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三

号
）
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
三
項
、
第
二
十
条
及
び
附
則
第
三
条
第
六
項
か

ら
第
八
項
ま
で

（
日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七

年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
及
び
第
十
七
号
」
を
「
、
第
十

七
号
及
び
第
十
九
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
五
号

を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
八
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

十
九

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に

関
す
る
法
律（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）

第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
三

項
、
第
二
十
条
及
び
附
則
第
三
条
第
六
項
か
ら
第

八
項
ま
で

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を「（
登
録
調
査
機
関
の
登
録
の
有

効
期
間
）」に
改
め
、
同
条
中「（
法
第
七
十
六
条
の
十
及

び
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）」
を
削
る
。

第
十
四
条
中「（
以
下
「
空
気
調
和
設
備
等
」
と
い

う
。）」
を
削
る
。

第
十
五
条
か
ら
第
二
十
条
の
四
ま
で
を
削
り
、
第
二

十
一
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
二
十
二
条
を
第
十
六
条

と
し
、
第
二
十
三
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
二
十
三
条

の
二
を
第
十
八
条
と
し
、
第
二
十
三
条
の
三
を
第
十
九

条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
二

十
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
報
告
及
び

立
入
検
査
）」を
付
す
る
。

第
二
十
五
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
二
十
六
条
か

ら
第
三
十
条
ま
で
を
四
条
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
三
十
一

条
及
び
第
三
十
一
条
の
二
を
削
る
。

第
三
十
二
条
中
「
第
八
十
七
条
第
十
三
項
」
を
「
第

八
十
七
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と

す
る
。

第
三
十
三
条
の
表
の
七
の
項
を
削
り
、
同
条
を
第
二

十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
四
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項

と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
を
第
二
十
九
条

と
す
る
。





平成年月日 水曜日 第号官 報

（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機

構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支

援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と

し
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、第
二
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
四

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三

号
）
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
三
項
、
第
二
十
条
及
び
附
則
第
三
条
第
六
項
か

ら
第
八
項
ま
で

（
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改

正
）

第
七
条

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成

十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と

し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三

号
）
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
三
項
、
第
二
十
条
及
び
附
則
第
三
条
第
六
項
か

ら
第
八
項
ま
で

（
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令

第
四
百
七
十
八
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
第
六
十
号
を
第
六
十
一
号
と

し
、
第
四
十
七
号
か
ら
第
五
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、第
四
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
七

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三

号
）
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
三
項
、
第
二
十
条
及
び
附
則
第
三
条
第
六
項
か

ら
第
八
項
ま
で

（
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
施
行
令

の
一
部
改
正
）

第
九
条

独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
施

行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と

し
、
第
二
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
五

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三

号
）
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
三
項
、
第
二
十
条
及
び
附
則
第
三
条
第
六
項
か

ら
第
八
項
ま
で

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改

正
）

第
十
条

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
（
平

成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第

一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、第
四
号
を
削
り
、

第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を

二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を

第
八
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
三
号

ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第

十
五
号
と
し
、
第
二
十
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま
で
を
四

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、第
三
十
六
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
三

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三

号
）
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
三
項
、
第
二
十
条
及
び
附
則
第
三
条
第
六
項
か

ら
第
八
項
ま
で

第
十
六
条
第
一
項
中
第
三
十
七
号
を
第
三
十
四
号
と

し
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
を
三
号
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改

正
）

第
十
一
条

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令

（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
第
三
十
二
号
を
第
三
十
三
号

と
し
、
第
二
十
六
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

十
六

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三

号
）
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
三
項
、
第
二
十
条
及
び
附
則
第
三
条
第
六
項
か

ら
第
八
項
ま
で

（
社
会
資
本
整
備
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

社
会
資
本
整
備
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政

令
第
二
百
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七

十
六
条
の
六
第
三
項
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律

第
五
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
建
築
分
科
会
の
項
第
二
号
中

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」

を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す

る
法
律
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

向
上
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

（
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の

再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

２

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の

再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
四
年
政

令
第
二
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
二
条
中
「
当
該
市
」
の
下
に「（
第
二
十
三
号
及

び
第
二
十
六
号
に
あ
つ
て
は
、
建
築
主
事
を
置
く
市
）」

を
、「
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設

の
再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に「（
平
成
四

年
法
律
第
七
十
六
号
）」を
加
え
る
。

文
部
科
学
大
臣

松
野

博
一

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三




